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放送を巡る諸課題に関する検討会 

公共放送の在り方に関する検討分科会（第６回） 

 

 

1. 日時 

令和２年７月３０日（木）１０時４５分～１１時５０分 

2. 場所 Ｗｅｂ開催 

3. 出席者 

（１）構成員 

多賀谷分科会長、大谷構成員、小塚構成員、宍戸構成員、関口構成員、長田構成

員、新美構成員、林構成員 

 

（２）総務省 

高市総務大臣、寺田総務副大臣、谷脇総務審議官、秋本情報流通行政局長、湯本

大臣官房審議官、犬童情報流通行政局総務課長、井幡同局放送政策課長、内藤同

局国際放送推進室長、佐藤同局放送政策課企画官、富岡同局放送政策課企画官、

萩原同局放送技術課長、木村同局放送技術課企画官、林同局地上放送課長、三島

同局情報通信作品振興課長、村田同局放送コンテンツ海外流通推進室長、吉田同

局衛星・地域放送課長、廣瀬同局地域放送推進室長 

 

4. 議事要旨 

（１）議題 

通信・放送融合時代に向けた受信料制度の在り方に関する論点整理 

 

（２）意見交換 

各構成員から以下のとおり発言があった。 

 

【大谷構成員】 

 非常に共感を覚えているのが、２３ページにお示しいただいているドイツのキルヒホ

フ鑑定です。歴史的な背景や、現在の日本とドイツの視聴環境も異なっているとはいい

ましても、アクセス機会という利益に対して受信料を払うという負担金の考え方には共

感を覚えています。 

 ただ、視聴実態と乖離がなければという条件付です。２５ページにグラフを示してい

ただいているように、乖離が大きいのが実態でして、この乖離をどうするかについては

やはり考えていかなければいけないですし、ＮＨＫ様からのご説明などを今後、期待し

ています。 

 テレビの非接触率の増加につきましては、若い世代を中心にネットで情報を取得する

ことが選択されていることによるものと思われますが、逆に公共放送のコンテンツがデ

バイスにかかわらず視聴されることの価値や意義はむしろ高まっていることを考えま

すと、世代を超えて共通の公共放送のコンテンツを視聴できる環境を整えるために、Ｎ

ＨＫプラスを拡大していくことは、伝統的な放送の補完という役割の位置づけは変えな

いとしても、任意業務でやってもやらなくてもよいということではなく、いずれ必須業
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務として普及に努める必要が出てくるのではないかと思っております。それが乖離を埋

める一助になるのではないかと思っております。 

 そうしますと、１８ページでお示しいただいているように、イギリス型に見られます

ように、受信設備を持たずにアプリで視聴する方にも公共放送を支えていただくことが

可能になるのではないかと思います。 

 事務局でご用意いただいた資料についての意見は以上ですが、これまで構成員から頂

いた意見を眺めてみまして、例えば２１ページに小塚構成員が述べられているように、

平成２９年の最高裁判決が現在の放送制度と受信料制度をどのように捉えているのか、

やはりしっかり読み返す必要があると思いまして、私自身も読み返してみたところです。

そうしますと、通信・放送融合時代の環境が大きく変わっているといっても、変わらな

い考え方が示されている一方で、昨今の環境変化では必ずしも同じ見解に拘泥する必要

がないのではないかと感じさせられた次第です。 

 変わらないものとしては、財源の自律性を重視する考え方や、民放との二元体制を重

視する、歴史的な説明をしている箇所です。 

 例えば、財源の自律性について述べているところでは、財源についての仕組みは特定

の個人や団体、国家機関から、財政面での支配や影響が及ぶことのないようにするとい

う考え方が示されているのは、現在も当然ですが、１０年後、２０年後、将来にも妥当

する考え方だと思います。 

 その意味では、３０ページに整理されている受信料額の決定方法については、現在の

国会や政府の関与の仕方を制度面で変える必要はないと思いますし、むしろその運用面

をどのように効率的、効果的に機能させるかの工夫を凝らすべきではないかと思ってお

ります。 

 他方、変わっても良い点としては、受信契約の締結について、双方の意思表示が合致

することが望ましいと判決で述べられていますが、受信契約の締結に理解が得られるよ

うに説明責任を尽くすというところは当然変わらないものですけれども、双方の意思表

示の合致に向けた説明の方法について、これまでは世帯に直接訪問して直接説明するこ

とが中心であったのに対して、一人世帯の増加や、コロナの下で訪問することが困難に

なっているような状況では、双方の意思表示の合致による受信契約ということに拘泥し

なければいけないかという点では、見直しの時期かもしれないと思います。非常に示唆

に富んでいる判決だと思いましたので、この場で述べさせていただきました。 

 

【小塚構成員】 

 私の意見は、実は第５回の会合でも申し上げて、既に本資料に採録もされているので

すが、第５回は非公開会合でしたので、少し繰り返しにわたることも含め、簡単にお話

をしたいと思います。 

 ３点あります。 

まず第１点目として、この受信料制度の問題は、公共放送、端的にＮＨＫの問題だと

思われがちですが、抽象的に言えば、テレビ放送という仕組み自体を成り立たせる場に

関する問題であって、放送制度全体に関わってくるという認識から出発したいと思いま

す。 

 例えば、受信料の金銭的負担を感じてテレビ受信機を持たないという選択をする世帯

が仮にあったならば、あるいは、衛星放送の付加受信料を負担と感じるがゆえに衛星放

送受信設備を持たないという世帯があったとすれば、実はＮＨＫだけの問題ではなくて、

民間の地上波放送、民間の衛星放送が視聴される機会にも影響することになるので、実

はここで議論していることは日本の放送制度の先々をどうつくっていくかということ

だろうと思います。 

 もう１つ、公平負担ということが今日の資料にも何度も出てきまして、この意味をず
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っと考えておりまして、自分は払っているのに払わずに見ている人がいることがけしか

らんということだとすると、感情としては分かりますし、国民の納得感という意味では

そうなのかもしれませんが、あまり品がよろしくないかなというふうに感じているわけ

です。 

 しかし、よく考えますと、今、大谷さんがちょうどおっしゃったのですが、財源の自

律性が日本の放送制度の核心であり、これは将来にわたって維持されるべきものである

とすれば、お金を払いたいと思っている人だけが財政的に支えることは決して望ましい

ことではなくて、広く国民・視聴者から金銭的な負担、金銭的な拠出があって、それに

基づいて広く国民・視聴者の期待に応える公共放送が提供されることが重要であり、そ

ういう意味での公平負担だと考えます。 

 以上２つのことからすると、テレビ受信機を今後持たず、しかし、インターネット経

由で放送コンテンツを受信したいという視聴者・国民が現れるのであれば、そのような

方々をも公共放送を支える方々として取り込んでいき、そのような方々に対しても、民

間放送も含めた放送コンテンツを見ていただくという場をつくっていくという意味で

合理性があるのではないか。これをＢＢＣに似た仕組みと言えばそうなのかもしれませ

んが、日本においてもそのような制度は考えられるのではないかと思いました。 

 以上が、徴収対象についてです。 

 次に、徴収単位に関してですが、今回の資料を通信・放送融合時代に向けた受信料制

度とまとめていただいております。通信・放送融合時代の中で、一般の動画コンテンツ

と放送とはどこが違うかということについて、色々な考え方があると思いますが、１つ

は、やはり放送コンテンツは比較的家庭で見られてきた、あるいは、事業所でも複数の

人が集まるという形で見られてきました。歴史的にデバイスの特性上そうだったという

ことなのですけれども、ここにやはり放送の大きな特徴があって、現在のコンテンツの

作り方もそうなっています。通信のように一対一で提供されるものとはコンテンツの性

質自体が違っていて、ここにある種の放送サービス、放送コンテンツのアイデンティテ

ィーがあるのではないでしょうか。 

 そうだとすると、かなり先の将来は分かりませんが、差し当たり世帯という徴収単位

で良いのではないでしょうか。ただし、世帯の意味は今後変わっていくかもしれず、例

えば婚姻という形を取らない家族や、同性カップルの方々をどうするか、ＬＧＢＴの

方々をどうするか等はありますけれども、世帯という単位は、当面の制度としては良い

のではないかと思います。 

 ３つ目に、徴収主体の問題や情報の取得方法に関して、非常によく整理されていると

思いますが、前提として、今、受信料をお支払いでない方々、特に世帯がなぜそうなっ

ているのかということの実態をもう少し知りたいと感じます。先ほど申しましたような

受信料の経済的負担が重いのか、それとも放送コンテンツはテレビを使わずに見られる、

中には違法にアップロードされたコンテンツの視聴もあるとは思いますけれども、だか

ら見ないということなのか、あるいは放送コンテンツに興味がないということなのか、

それによって、徴収主体や情報取得方法の制度の設計の仕方が変わってくるように思い

ます。 

 同時に、このことはまた、先ほど私が示唆しましたように、テレビ受信機は持たない

けれども、インターネット経由で公共放送を視聴したいという方に受信料の負担対象を

広げるとしたときに、果たしてどれぐらい広がるかという問題でもあります。単にその

ような制度を設ければ、今テレビを持っていないご家庭から支払いがなされるだろうと

いうのは、私は少し甘い見通しのような気がしておりまして、むしろ今テレビ受信機を

持たないという選択をしている方々にどうリーチしていくのかということを考える必

要があります。その点も含めて、その前提になる実態調査が欲しいと思いました。 

 意見は以上ですが、先ほど強調しましたように、この公共放送の問題は放送制度全体
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に関わることですので、民間放送事業者の方は今、非常に大変だということは承知して

おりますが、ぜひご意見を頂ければと感じています。 

 

【林構成員】  

林でございます。事務局におかれてはたいへん丁寧に議論をまとめてくださいまして、

おかげさまで、頭の整理が出来ました。その上で、３点コメントがございます。 

 １点目は、常時同時配信の位置付けの議論について、前回非公開会合のときにも申し

上げましたが、またさきほど大谷構成員からもお話がありましたが、「任意業務」から

「本来業務」としての格上げの議論が必要ではないかと存じます。そのためには、常時

同時配信の単なるニーズ論からの脱却を図る必要があると思います。これまで、常時同

時配信は国民・視聴者からの一定の「ニーズ」があるから導入するという言い方がされ

てきましたが、以前申し上げましたように「ニーズ」というだけでは弱いと思います。

常時同時配信は単に顧客満足度を上げるためだけのものではないと存じます。むしろ、

テレビ受信機で受信していない非リーチ対象のアクセスをどう担保するか、とか災害時

や非常時へのアクセスをどう担保するかといった、いわば公共放送としてのユニバーサ

ルサービスとしての機能をいかに充実させるかという見地から、常時同時配信のあるべ

き役割論・機能論を再定位することが重要だと思います。 

２点目は、４３頁の情報の取得制度のところで、最初のマルの、「受信機未設置の申

告が無い限り、原則として徴収対象とするという制度」は、確かに効率的な仕組みで、

私も基本的に賛成なのですが、ただ、このような立証責任の転換のような制度を作るに

は、受信料の支払い義務があって、それに基づく申告義務という立て付けにしないとお

かしくなるのではないかと思います。と申しますのも、納付義務がないのに申告義務を

認めるのは、制度の前提を欠くと思いますので、このスライドにあるように、税金の申

告義務と併せて設けられているというのは、そういう見地からなんだろうと思います。

ですので、もし仮に負担金制度のようなものを措定するのであれば、その納付義務が前

提としてあるので、申告義務を規定するというのは違和感のない立て付けだと思います

が、この申告義務の話は、受信料の法的性格の議論と不即不離だと思います。 

３点目は、４８頁の担保措置のところで、「行政上の強制徴収」については、「原則と

して受信料が公的債権として位置づけられている必要があり、契約に基づく債権である

場合にはなじまない」とありますが、それはその通りなんだろうと思いますが、仮に公

的債権に近い位置付けにしたとしても、不払いに対していきなり国家による強制徴収に

行くというのは、国民・受信契約者の抵抗感も強いのではないかと思います。まずは、

現行制度のように協会が不払い解消のための努力を尽くすことが先決だろうと思いま

す。それでもうまくいかない場合には、不払い者情報を政府や公共機関等と共有して、

スライド３９頁にあるように、第三者機関が徴収の主体となることはありうるだろうと

思います。 

 

【宍戸構成員】 

 まず、事務局におかれまして、非常に丁寧な整理を頂いたことで、言わばボトムアッ

プ式に、各論点について、構成員間でのそれぞれの前提であった見方がいかに多様であ

るかということが分かってきたと思います。あとは、これらの論点について、パッケー

ジとして政策的にどのような組合せがあり得るかということを横断的に考えるタイミ

ングに来ているかとも思います。その上で、前回会合で申し上げたことも含め、４点申

し上げたいと思います。 

 １点目に、これは小塚構成員、大谷構成員もおっしゃったことに関わりますが、受信

料制度あるいは公共放送の問題が、根本的には民間放送とＮＨＫとの間の２元体制、あ

るいは広い意味でのメディアの多元性を確保するための手段であるというところから、
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まず認識し、きちんと議論するということであると思います。 

 あわせまして、林構成員から、ニーズがあるというだけではＮＨＫの業務としての同

時配信の基礎付けとしては弱いというご指摘がございました。私もそう思っております。

本来、ＮＨＫが同時配信を求める、あるいは、我々もこの議論を行うときに、そもそも

公共放送の役割、機能を達成するために必要であるかどうかという議論をしてきたわけ

ですが、同時配信をめぐる議論の中で、そもそもニーズがあるのかという投げかけもあ

ったために、ニーズが一定程度あるということが何となく議論の前景に押し出されてき

た経緯もございます。私はこの段階で正道に帰って、そもそも公共放送は何をすべきか、

あるいは、現在のメディア、とりわけ民間放送を含めた放送メディアの置かれている状

況の中で、ＮＨＫがどういった役割を果たすべきであり、そのために保障されるべき財

源はどの範囲のものなのかという観点からの各論点の整理を行い、統合していく必要が

あるのではないかと思っております。 

 ２点目ですが、受信料体系の根本として、今までのような、協会の放送を受信できる

設備を設置するというところをそのままにするのか、いわゆるイギリスＢＢＣのｉＰｌ

ａｙｅｒのような、自らのデバイスを、公共放送を受信するように使うと人に、テレビ

を設置する人と同じく公共放送あるいは放送制度を支える負担を求めるのか、そうでは

なく、ドイツ型の、言わば全世帯型の負担金制度にするのか、この大きな３つの選択肢

があり得るのだろうと思います。 

 私自身はいわゆるドイツ型が絶対に排除されると思っているわけではございません

が、しかし、同時にドイツ型を取るということは、民間放送あるいは他のメディアとの

関係で、公共放送が非常に強くなり過ぎる危険、メディアの多元性を損う危険がある一

方で、受信者、視聴者の側にとっては、事実上、公共放送を受信することを強制するこ

とになることによる世論形成におけるゆがみの問題にどう対応するかということにつ

いて十分な検討が必要であるだろうと思います。 

 重ねて言いますと、衛星放送については、やはり２０年、３０年かけて、ＮＨＫのＢ

Ｓは５０％ぐらいまで契約数が増えてきたという状況で、まだ衛星放送について受信料

体系を一元化するところまで行っていないわけでございます。私は、これはそろそろ一

元化を検討するタイミングに来ていると、この場で何度か発言したと思いますけれども、

ネットについてそこまで今、言える状況なのか。ＮＨＫ側がきちんと取り組んでいただ

くということも当然ですけれども、ドイツ型を具体的な政策の検討課題として考える状

況なのかどうかということについては、先ほど申し上げました保護措置、セーフガード

と併せて十分な議論が必要ではないかと考えております。 

 ３点目ですが、受信料の支払いの単位ですけれども、この点については世帯か個人か

という議論がございます。先ほど小塚構成員から、放送のアイデンティティーはやはり

世帯で見るということにあるのではないかというご指摘があり、私もそれに非常に強く

共感するところですが、この点については普段と違って小塚構成員と少し意見が違うと

ころがございます。やはり世帯を単位にするときに、そこで想定されていた世帯の在り

方が、まさに小塚構成員がおっしゃったように、特定の世帯像を念頭に置いた形になっ

ており、そのことが、私は放送からの国民の乖離を生んでいるのではないかと思います。 

 このような特定の世帯像を念頭に置いた制度のゆがみの問題は、ひとえに放送だけで

はなく、社会保障制度などにおいても一般に指摘されてきているところです。人々の多

様なライフスタイルや価値観、利益の多様性を前提にし、また、情報化がそれを促進し

ている。そういった多様な人々をいかに公衆へと包摂していくかということが、放送メ

ディアの民主主義社会におけるあるべき役割であると私は考えております。そういった

観点から見ますと、個人がデバイスで放送を視聴する、あるいは放送に類似のサービス

を視聴することは個人情報なども本人同意などによって比較的把握しやすいといった、

情報の取得とも併せまして、まずはむしろ個人を出発点にした上で、そして、現実の契
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約単位として個人の集合体としての世帯に一定の役割を認めるけれども、そうでないと

ころでは個人に立ち返って徴収の単位を、あるいは、徴収の計算を行うといった柔軟化

を図っていくべきではないかと思っております。 

 最後に４点目ですが、このような受信料制度の見直しにおいて、改めてＮＨＫのガバ

ナンスが重要になってくるということを申し上げたいと思います。 

 私自身は、受信料の額の決定について、日本国憲法第８３条の財政民主主義の前提か

らいたしますと、一定の国会の議決が必要であると考えると同時に、それが毎会計年度

の予算と同じように、ＮＨＫが予算を、総務大臣、内閣を通じて国会に提出して、それ

が一月ぐらいで、例えば国会が議論をして、それに対して承諾するか、しないかを決め

るというようなやり方が、根本的なＮＨＫの業務や受信料、それからガバナンスの在り

方に実効性を伴っているのかどうかという点については疑問を持っているところでご

ざいます。 

 つまり、毎会計年度ごとに強いコントロールをしているという建前によって、現実の

コントロール力が弱まっているのではないかと思います。むしろ中期経営計画等におい

て時間をかけてＮＨＫに作成いただき、また、それについても、政治、行政、広くは国

民世論において一定のチェックをした上で、それを前提にして、毎会計年度の受信料額

の決定は比較的負荷を軽くするといったこともガバナンスの組み方としてあり得るの

ではないかと考えております。 

 

【新美構成員】 

 まず、受信料の性格については議論がありましたが、私は、この受信料の性格を、こ

れまであまりにもコンテンツのサービスを受けるということに焦点を合わせ過ぎてい

ると思います。ＮＨＫの業務としては、放送技術等、放送を取り巻く様々な点について

リーダーシップを発揮して、それを民放の人たちと共有していくことが望まれておりま

すので、コンテンツだけではなくて、放送技術についてもきちんとＮＨＫがどういう役

割を果たすのかということを押さえていくことが必要だと思います。こういうことがな

されていくと、公的な負担という色彩をより鮮明に意識することができるだろうと思い

ます。 

 現在、受信料について、契約義務ということで当事者の意思に基づくものとされてお

りますけれども、基本的には公的な負担という概念と契約というのは相容れない概念だ

と思います。契約というのはまさに個人の自由ですので、あまり契約を前面に出すこと

は感心できないと思います。一種の道具として契約という仕組みがあり、これを利用し

ているものだと考えるべきだと思います。そういった意味では、公的負担というものを

もう少しきっちりと議論をしていく必要があると思います。 

 また、受信料との絡みでいきますと、徴収単位が問題になっていますけれども、これ

は宍戸さんと意見が共通すると思いますが、現状、世帯を単位にすることが現実的では

ないかという小塚さんのご意見には耳を傾けるところが多いのですが、その場合、世帯

の定義がはっきりしていない、あるいは、現在の様々な家族の在り方について、我が国

の世帯という捉え方、とりわけ家族法での、あるいは自治体での、地方自治法における

取扱いが現実をきちんと反映しているならば世帯という考え方もあるでしょうけれど

も、現実の共同生活、家族の共同生活というのが極めて多様であるときに、世帯という

概念、硬直な概念で対応するのは、これはやはり宍戸さんのおっしゃったように、社会

の意識と乖離していって、支持が得られないだろうと思います。そういった意味では、

個人を単位とした上で、共同生活している人にどのような形で過重な負担を軽減してい

くのか、そういうことも考えていくのが大事だと思います。 

 受信料ないしはサービスが、ＮＨＫのサービスあるいは業務がどういうものであるの

かをもっと中期経営計画の中で明確にしていっていただきたいと思うのですが、その中
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で初めて受信料というものがどういった位置付けをしていくのか、そして、それが誰に

どのように負担をお願いしていくのかということにつながっていくと思いますので、ま

ずは今申し上げたような、ＮＨＫの事業は何ぞやということを改めて原点に戻って検討

していただくことが大事ではないかと思っております。 

 

【関口構成員】 

事務局において上手におまとめいただいた資料で私も賛同しておりますが、１枚目の

ところの４番について、一言だけコメントしておきたいと思っております。ここでは、

受信料で賄われるべき業務は何かの検討を踏まえて、適正な支出を基にして収入を決め

る仕組みも必要であると指摘されております。 

 従来は、この下にございますように、受信料収入の１０％を超える徴収費用をかけて

ようやく８２.１％という徴収率に上げてきたと、他国に比べると大分見劣りするとい

うことも書いてありましたが、このように受信料徴収率を少しずつ上げることによって

受信料収入が上がってきた、その結果として気がついたら費用も増えてきてしまったと

いう実態を見つつ、今後、潜在的にはテレビの非接触者の増加等を考えると、今後この

まま受信料収入が推移していくとも思えないということで、逆転の発想をすることにな

ったと思うのですが、ここで問題になってくるのは、適正な支出のあるべき姿は何なの

かということだと思っております。公共放送という公共概念について、改めて限定的に

検討していかざるを得ないと思います。 

 その意味では、この適正支出の根拠となる中期経営計画等の妥当性は、どういった判

断基準で評価をしていくのかという、その評価基準そのものの存在を求めざるを得ない

という気がしておりまして、今回、収入が費用を決めていくのか、費用が収入を決めて

いくのかというコペルニクス的な展開がここに書かれているわけですが、ここについて

は、改めて公共という概念をどのように捉えるか、それを具体化した番組というのはど

ういうものなのかということについての議論がしっかりとなされた上で、適正な支出の

妥当性が判断できるのではないかと理解いたしました。 

 

【多賀谷分科会長】 

 私から、今までの構成員の方々からの発言について、少しコメントをさせていただき

たいと思います。 

 １つは、大谷構成員が、契約の締結において双方の意思表示の合致を見るために世帯

訪問をするのは限界になっているのだろうと、これは確かにそのとおりでありまして、

何らかの方法、形で、それ以外の方法が可能かどうかということを検討するべきだろう

という気がいたします。 

 それから、動画コンテンツがこれだけ普及してくると、公共放送あるいは通常の放送

はどうなのかということですけれども、１つとしては、放送の固有の役割は生ものの提

供といいますか、ニュース等の提供があるだろうと。 

 それから、そのことと関連いたしますけれども、通信・放送融合の時代において、従

来のいわゆる総合放送方式、ニュースや、色々な分野の放送をワンセットで行うことは、

地上波の周波数が限定されていたことから、民放を含めて、放送局皆、その総合放送方

式にならざるを得なかったわけですが、今後こういう形で動画コンテンツ、ＯＴＴが娯

楽番組に専業的に入ってくる場合に、総合放送方式は維持できるのか、そうでない場合

に、公共放送としてどういったものが残っていくかということが恐らく問題になると思

います。 

 それから、世帯について、これも構成員の中で意見が分かれておりますが、私は、実

態として世帯が今後どうなっていくかという話とは別に、現実に公共放送や民間放送を

受信するテレビアンテナ、それから、通信を使った場合には光ファイバーのＷｉ－Ｆｉ
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端末という形で、個人ではなくて、やはり住居を単位にせざるを得ないのではないかと

思います。 

 また、ＮＨＫプラスについても一部の方々がおっしゃいましたけれども、ＮＨＫプラ

スが今のところは受信料を払っている人たちについてのみ提供されているわけですが、

今後それが広がっていく場合において、これからはテレビを見ない世代の人たちが出て

くるわけですが、若者たちがこのＮＨＫプラスを見るようになるのかどうか、あるいは

他の民間放送局でも同じようなサービスが始まっていますけれども、若者たちを引きつ

けるためにはどのような方策を放送事業者が取ることができるか、それにかなりかかっ

ていると思います。 

 それでは、高市総務大臣も参加されましたので、ご挨拶を頂きたいと思います。 

 

【高市総務大臣】 

皆様、こんにちは。 

多賀谷分科会長をはじめとする構成員の先生方には、今回もご多用の中、ご参加いた

だき、活発なご議論を賜り、誠にありがとうございました。 

公務がございましたので、遅れての参加となりましたことを、まずおわび申し上げま

す。 

この分科会では、６月に、三位一体改革推進のためのＮＨＫにおいて取組が期待され

る事項を取りまとめていただきました。その際、私のほうから受信料設定の在り方につ

いて、諸外国の例も参考にご議論いただきたい旨を申し上げました。 

これまでどおりの受信料体系では視聴実態と乖離していくおそれがございます。この

ため、例えばでございますが、良質で公益性の高い番組づくりに資源を集中していただ

き、徴収の効率化を図っていくということなどにより経営コストを大胆に圧縮すること、

つまり、ＮＨＫをスリムで強靱な組織にしていただいた上で、ＮＨＫの番組をネットの

みで視聴することを希望する方の取扱いといった点について具体的な検討を進めてい

く必要がございます。 

また、一部の先進国では、国民のほとんどが何らかのメディアを通じて公共放送を視

聴可能な環境にあるということを踏まえまして、受信機器が何であるかに依拠しない形

で負担金を徴収する例もございます。こうした制度につきましても、我が国の視聴環境

の変化を見据えながら、よく研究していく価値はあると考えております。 

ＮＨＫの受信料を安く公平感のある、また、納得感のある形にしていくためには、そ

の前提として、公共放送として真に必要な放送波は、衛星、ラジオなどにおいてどうあ

るべきなのか、つまり、新放送センターの建設ですとか、機材調達などのコストに大き

く影響を及ぼす点でございますが、これも課題になると思います。 

さらに、子会社を含めて、グループのガバナンスを通じてどのように無駄を排除して

いくのかといった点が課題になることも言うまでもございません。 

本日までのご議論を通じまして、諸外国の公共放送の受信料制度について理解が深ま

ってまいりましたので、構成員の先生方におかれましては、次回以降予定しております

ＮＨＫからの中期経営計画に関するヒアリングや、民放をはじめとする関係者のご意見

も踏まえながら、あるべき制度設計に向けて検討を一層加速していただくようにお願い

申し上げます。 

その中で出てきた案について、仮に放送法の改正が必要だということになりました

ら、これはしっかりと総務省として踏み出してまいりたいと考えております。私から

は以上です。本日も本当にありがとうございました。 

 

以上 


